
船舶事故調査報告書 

令和元年１２月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年１２月６日 ０８時００分ごろ 

発生場所 宮崎県日南市瀬
せ

平
ひら

崎南西方沖 

 鵜戸
う ど

埼灯台から真方位３５０°２海里付近 

 （概位 北緯３１°４０.７′ 東経１３１°２７.７′） 

事故の概要 砂利運搬船第八十八親
おや

力
りき

丸は、航行中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成３１年４月３日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

砂利運搬船 第八十八親力丸、６９２トン 

１３３６３７、親力海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、三級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 右舷中央部船底外板に凹損及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向  西北西、風力 ３、視界 良好  

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中期 

 事故の経過 本船は、船長ほか５人が乗り組み、石約１,８５０tを積載し、石の

投入場所に向け、約１.０～約１.５ノットの対地速力で西進中、船長

が船底中央部中心線付近に衝撃を数回感じたが、航行を続け、約３か

月後の入渠時に右舷船底中央部外板に凹損及び擦過傷が発見された。 

本船の喫水は、船首約３.７ｍ、船尾約４.８ｍであった。 

船長は、石の投入場所の東方約５００～８００ｍ付近に、暗岩が散

在しており、海図で詳細な水深を確認できない海域なので、事前に地

元の漁師及び工事関係業者に勧められた通航路について、本船の搭載

艇を運航して測深機（魚群探知機の測深機能）による水路調査を行

い、水深を確認して通航可能と判断した。 

船長は、船底中央部中心線付近に衝撃を受けた際、本船に設置され

た測深機（船底左舷側に設置の送受波器で測深）で測深されなかった

尖
せん

形の暗岩（以下「本件暗岩」という。）の頂部付近に底触したと本

事故後に思った。 

本船及び搭載艇の測深機による測深は、送波器から垂直下に発した

音波によって行われるので、水深が浅くなるほど測定幅が狭くなる。 

分析 

 

 本船は、搭載艇を運航して測深機による通航路の水路調査を行って

いたものの、その際に測深されなかった本件暗岩の頂部付近を航行し

たことから、本件暗岩に気付かず、本件暗岩に乗り揚げたものと考え

られる。 

本船は、海底の起伏の激しい海域の水深の調査を、測定幅の狭い測



深機のみで行ったことから、本件暗岩の頂部付近に測深用の音波が当

たらず、正確な海底地形の把握ができなかった可能性が考えられる。 

原因  本事故は、本船が、搭載艇を運航して測深機による通航路の水路調

査を行っていたものの、その際に測深されなかった本件暗岩の頂部付

近を航行したため、本件暗岩に気付かず、本件暗岩に乗り揚げたもの

と考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・詳細な水深が不明な海域は、当該海域の特徴及び測深機の特性を

把握して慎重な調査・分析を行い、周辺に暗岩が散在するなどの

状況から海底の起伏が激しいと考えられる場合は、専門の業者に

よる調査を行った上で、航行の可否を判断すること。 

 


